
令和８年度 専修学校関係予算案
（ ）は前年度予算額

専修学校の教育体制及び施設整備等に関する取組

☆私立学校施設整備費補助金
学校施設等の耐震化、アスベスト対策等に係る経費、教育装置、ICT活用等に係る経費のほか、

吊り天井の落下防止対策に伴う照明のLED化事業に係る経費を補助。

☆私立大学等研究設備整備費等補助金
授業を実施する際に必要な情報処理関係設備の整備に係る経費を補助。

３億円 （２億円）

○高校生等奨学給付金（内数） 322億円（ 152億円）

○高等学校等就学支援金交付金（内数） 5,800億円（ 4,048億円）

○国費外国人留学生制度（内数） 174億円（ 176億円）

○高等教育の修学支援の充実（内数）
（こども家庭庁計上分含む）

7,486億円（ 7,494億円）

その他関係予算

【質保証・向上】
☆専修学校の質の向上に向けた学校評価等の推進

専修学校の質の向上に向けた学校評価等の取組を促進するための支援を行うとともに、専修
学校の質の保証・向上に向けた取組を促進するための方策等を検討し、実施する。

1.6億円

☆専修学校と地域の連携深化による職業教育魅力発信力強化事業

専門学校や高等専修学校が担う職業教育等の魅力発信力を強化するため、効果的な情報
発信の在り方について検討・検証を行う。

0.4億円 （ 0.4億円）

（注）四捨五入の関係で、係数は合計と一致しない。

専修学校教育の振興に資する取組 22億円 （22億円）

【人材養成機能の向上】
☆専修学校による地域産業中核的人材養成事業

中長期的に必要となる専門的職業人材の養成に係る新たな教育モデルの構築等を進めるととも
に、地域特性に応じた職業人材養成モデルの開発を行う。

12.9億円（ 8.9億円）

・専修学校によるアドバンスト・エッセンシャルワーカー（AEW）創出のためのリ・スキリング推進事業
・人口減少地域の職業人材を確保するための専修学校振興プログラム
・専門学校と高等学校の有機的連携プログラムの開発・実証

☆専修学校の国際化推進事業

専修学校において、外国人留学生の戦略的受入れの促進と円滑な就職、その後の定着までを
見据えた就職先企業との連携に関するモデルを構築するとともに、国際化に向けた体制整備を行う。

2.9億円 （ 3.0億円）

☆高等専修学校における多様な学びを保障する先導的研究事業

高等専修学校に求められる職業教育機能を強化し、「学びのセーフティネット」としての役割を果
たすために必要となる事項について整理するとともに、モデルとなるカリキュラム等の開発、普及啓発を
行う。

1億円 （ 1.2億円）

☆地方やデジタル分野における専修学校理系転換等推進事業

IT人材その他理系人材の不足等に対応していくため、最新の技術動向や市場ニーズに即したカ
リキュラムの調査・設計等の取組を支援することで、専修学校における学科の「理系転換」等の再編
を推進する。

3.2億円 （ 3.3億円）

一部
新規

新規

1.2億円 （ 1億円）

1.7億円（ 1.3億円）

※ このほか、令和７年度補正予算として、高等専修学校におけるDX人材育成のための取組を支援する経
費を措置。（0.9億円）

令和7年度補正予算額 1.1億円

令和7年度補正予算額 2億円

※ このほか、令和７年度補正予算として、大臣認定業務等について、効率的な事務システムを構築する
ために必要な経費を計上。（0.2億円）

1

資料１－３



2

アウトプット（活動目標) アウトカム(成果目標) インパクト(国民・社会への影響）、目指すべき姿

専修学校による地域産業中核的人材養成事業
経済財政運営と改革の基本方針2025
（令和7年6月13日閣議決定）
第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
（１）中小企業・小規模事業者の賃金向上推進５か年計画の実行
地域の人材育成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期

大学、高等専門学校及び専門学校においてアドバンスト・エッセン
シャルワーカーの育成に取り組むほか、医療・介護・保育・福祉等の
人材確保に向けて、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、公定価格の
引上げを始めとする処遇改善を進める。

 産業や社会構造の変化、グローバル化等が進む中で、経済社会の一層の発展を期すためには、
経済再生の先導役となる産業分野の雇用拡大や人材移動を円滑に進めるとともに、就職氷河
期世代を含む多様な人材の可能性を最大限発揮し、日本再生・地域再生を担う中核的役割
を果たす専門人材の養成が必要不可欠。

 実際の教育現場では、専門学校における学びの質を高めるため、より早い時期からキャリア意識、
専門知識を涵養できるようなアプローチが必要との声がある。

 社会のライフライン等を支えるエッセンシャルワーカーも不足しており、労働生産性の向上が必要。

背景・課題

事業概要
専修学校等に委託を⾏い、各職業分野において今後必要となる新たな教育モデルを形成するとともに、各地域から⼈的・物的協⼒などを得ることでカリキュラムの
実効性、事業の効率性を⾼めつつ、各地域特性に応じた職業人材養成モデルを形成する。

キャリア意識、専門知識の涵養 専修学校教育の質の向上

これからの時代に求められる多面的・重層的な諸課題に対応したプログラムの開発

専修学校と産業界、⾏政機関等との連携を発
展させ、諸課題に対応した教育内容の充実を
図ることで、地域の中核的な職業教育機関であ
る専修学校の人材養成機能を向上

開発したモデルカリキュラム等を活用し、全国の専
修学校が自らの教育カリキュラムを改編・充実

社会に求められる人材ニーズに基づいた教育モデル
カリキュラムの構築

職業人材確保
プロジェクト

高・専一貫
プロジェクト

AEW
プロジェクト

18か所 16か所 16か所

令和８年度予算額（案） １，２８７百万円
（前年度予算額 ８８８百万円）

2担当：総合教育政策局生涯学習推進課

専門学校と高等学校、教育委員会等の行
政及び企業が協働で、高・専一貫の教育
プログラムを開発するモデルを構築。高等
学校と専門学校が出口を見据えた一貫し
たカリキュラムを開発。分野横断連絡調整
会議において、体系的に各モデルを整理、
普及・定着方策等を検討
(モデル:16か所×23百万円、連絡調整会議:1
か所×25百万円）

中等教育段階から高等教育段階（専門学
校）への接続

専修学校において、人口減少地域の活性化
につながる取組モデルを構築するとともに、伝
統文化人材の育成等、国家戦略に特化した
教育カリキュラムを開発。その他職業人材養
成の実態等の調査を行うほか、分野横断連
絡調整会議において、体系的に各モデルを整
理、普及・定着方策等を検討。
(モデル:18か所×24百万円、調査研究:1か所
×21百万円、連絡調整会議:1か所×27百万円）

人口減少地域の職業人材を確保するための
専修学校の振興

就職氷河期世代を含む多様な人材が時代のニーズに対応できるよ
う、専修学校が自治体や企業・業界団体等と連携し、 AEW創出
のためのリ・スキリングなど労働生産性向上に資するモデルを構築。
その他、AIなどのデジタル技術の動向や各職業分野に関する最新知
識・技能等の労働生産性に関する実態調査や各取組の進捗管理
等を実施するとともに各取組の事業成果を体系的にまとめ、普及・定
着・横展開の方策を検討
(モデル:16か所×24百万円、調査研究・連絡調整会議:1か所×37百万
円）

アドバンスト・エッセンシャルワーカー（AEW）
創出のためのリ・スキリング

新規



専修学校によるアドバンスト・エッセンシャルワーカー創出のためのリ・スキリング
推進事業（「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」のメニューとして実施）

令和８年度予算額（案） ４１３百万円

 2040年には労働力不足の深刻化が予想されているが、2025年現在も労働力は不足している。社会
のライフライン等を支えるエッセンシャルワーカーも不足しており、労働生産性の向上が必要。

 デジタル技術等の活用により、特に深刻な地方の人手不足に対応するためにも生産性の高いアドバンス
ト・エッセンシャルワーカー（AEW）の創出が求められている。

 経済財政運営と改革の基本方針2025（令和７年６月13日閣議決定）においても「地域の人材育
成と処遇改善については、在職者を含め、大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校においてアド
バンスト・エッセンシャルワーカーの育成に取り組む」と明記されている。

背景・課題

アウトプット（活動目標) アウトカム(成果目標) インパクト(国民・社会への影響）、目指すべき姿

エッセンシャルワーカーの労働生産性が向上開発したモデルを全国の専修学校が活用し、各
学校においてAEW創出のための講座を開講

各職業分野ごとにエッセンシャルワーカーが学び直しによりデジ
タル技術を身に着けることが可能となるプログラムについてモデ
ル開発 ⇒ １６箇所 3

担当：総合教育政策局生涯学習推進課

 就職氷河期世代を含む多様な人材が時代のニーズに対応できるよう、専修学校が自治体や企業・業
界団体等と連携し、 AEW創出のためのリ・スキリングなど労働生産性向上に資するモデルを構築

 その他、AIなどのデジタル技術の動向や各職業分野に関する最新知識・技能等の労働生産性に関する
実態調査や各取組の普及・定着・横展開の方策等を検討

事業内容

①AEW創出のためのリ・スキリングモデル構築
 各分野において、専修学校が自治体や企業・業界団体等と連携し、 AEW創出のためのリ・

スキリングなど労働生産性向上に資するモデルを構築
（例）
• 福祉分野：老人ホーム等利用者を見守るためのセンサーや移動支援機器等の介護テクノロ

ジーを活用するための教育コンテンツ等
• 工業分野：自動車整備業における故障診断を目的としたスキャンツール等のシステムを活用

した整備技術や現場業務省力化のためのドローン操縦のための教育コンテンツ等
 教育コンテンツ・カリキュラムについて、企業・業界団体等に情報発信し、業界団体等で安定

的・持続的に活用されるよう体制を構築
 上記取組をモデルとし、検証・成果について普及・定着を促進
 件数・単価：１６か所×２４百万円
 事業期間：令和８年度～令和10年度（②も同様）

②分野横断連絡調整会議の実施・ AIなどのデジタル技術を活用した教育コンテン
ツ・カリキュラム開発等のための調査研究
 各取組の進捗管理等を実施するとともに各取組の事業成果を体系的にまとめ、普

及・定着・横展開の方策を検討
 AIなどのデジタル技術の動向や各職業分野に関する最新知識・技能等に関する情

報収集やそれを踏まえた受託団体への提案等を実施
 各分野において企業が求めるデジタル技術を有する人材等について調査
 専修学校におけるデジタル技術等を習得するための教育コンテンツ・カリキュラムにおけ

る実態調査、必要に応じて分野横断連絡調整会議で報告
 件数・単価：１か所×３７百万円

出典：（独）労働政策研究・研修機構「2023年度版 労働力需給の推
計―労働力需給モデルによるシミュレーション―」

労働力人口の推計



PDCAサイクルの改善等による専修学校におけ
る教育・運営の質の向上

・第三者評価の実施学校数
・開発された研修プログラム等の活用状況（教職
員向け研修の改善等）

専修学校の質の向上に向けた学校評価等の推進

〇専修学校では、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、医療・福祉、工業等をはじめとして、職業に直結する様々な分野において、社会基盤を支える
ために必要な人材を輩出してきた。

〇専修学校の質の向上に向けた取組を推進するため、教職員の資質向上や職業実践専門課程の充実、職業教育マネジメントの強化等の様々な施策を行ってきたが、
急速な少子化が進行し、労働力人口が減少していくことが見込まれる中、専修学校は変化に対応し、社会・産業ニーズを踏まえた職業教育の在り方や人材の養成
などを実現することが求められている。

〇また、昨年の学校教育法の一部を改正する法律等により、専門学校における大学と同等の項目での自己点検評価の義務化や外部の識見を有するものによる評価
（第三者評価）の努力義務化が規定され、大学院入学資格の指定課程等では第三者評価が義務付けられた。令和8年度より法令及び「専修学校における学校
評価ガイドライン（令和７年６月）」に基づき、新たな自己点検評価や第三者評価が実施されることとなるが、これまで第三者評価はほとんど実施されていない中、質
の高い学校評価を実施できるよう支援を行うことが求められている。また、質の保証・向上のため、教職員に対する学校運営や教育に関する研修・研究についても義務
化されたところ。

背景・課題

・学校評価モデル数
・教職員向け研修プログラム数

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

事業内容

令和8年度予算額（案） 158百万円（新規）
令和7年補正予算額 24百万円

担当：総合教育政策局生涯学習推進課

学校教育法の一部を改正する法律等を踏まえ、専修学校の質の向上に向けた学校評価等の取組を促進するための支援を行うとともに、専修
学校の質の保証・向上に向けた取組を促進するための方策等を検討し、実施する。

■専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議
■都道府県等との研究協議

②調査研究協力者会議等の実施

①学校評価等の推進

■学校評価の推進 （委託：１箇所×１1２百万円）
・評価組織等の拡充支援、評価者育成に向けた研修等を実施
・学校評価担当者向け研修の実施

■専修学校の質の向上に関する実態把握等の推進  （委託：２箇所×１7百万円）
取組１：職業教育のマネジメント強化及び質保証・向上のための実態調査等

    取組２：教職員の資質能力向上の推進

【学校評価の推進イメージ】

新規
新規

団体
団体
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【取組内容】
①評価団体等のコンソーシアムを形成し、評価の実施方法の共有や連携を図る（フォーラム開催含む）
②評価団体の新規立ち上げの支援（分野、地域）
③評価団体等向けの評価者研修の実施
④評価団体等向けの評価実践研修の実施（評価者の割振りや対象学校を募集し、研修を実施）
※評価実践研修とは、新任評価者向けの研修として、各学校へ実際の評価を行う研修。各学校側は、評価対象校
として評価を受審する場合（予定含む）は、第三者評価の実施とみなすとともに、⑥の研修を優先的に受講でき
る

⑤学校の評価担当者向け研修の実施
⑥④の対象校として参加する学校（参加予定含む）に対して、優先的に評価実施準備に向けた実践研修を実施
⑦評価実施状況の調査、委託事業報告書等の作成

「学校評価の推進」事業の実施イメージ

受託事業者

評価団体等
（新規団体等を含む）

②評価団体等の新規立ち上げ支援
（地域、分野）

③評価者向け研修

実施方法の共有、連携等

③④
参加

⑤学校の評価担当者向け研修
⑤⑥
参加

①評価団体等コンソーシアム

専門学校

④評価実施

④評価者向け実践研修

⑦評価実施状況調
査の実施、報告書
の作成等

⑥学校の評価担当者向け実践研修
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6

高等専修学校におけるDX人材育成事業 令和7年度補正予算額 ９０百万円

現状・
課題

デジタル等成長分野で不足するDX人材の増。先行する取組を参考に、全国の高等専修学校
が自らの教育カリキュラムを改編・充実。

DX人材育成のための取組を支援。
⇒ ５校程度

同校におけるDX人材育成機能強化。

アウトプット（活動目標） 短期アウトカム（成果目標） 長期アウトカム（成果目標）

（担当：総合教育政策局生涯学習推進課）

①多様な学びを保障する高等専修学校 ②誰一人取り残さないための学校種 ③成長分野を支える人材育成の強化

25.5

支援が必要な生徒

20.7

不登校経験の生徒

% %

⇒入学時に不登校の生徒のうち85％が改善または改善
傾向となる等、「学びのセーフティネット」として機能。

○高等専修学校について
・３年制 … 約55％（うちおよそ９割が大学入学資格付与校）
・１～２年制 … 約45%（大部分が准看護、理美容、調理）

○卒業後は、就労42.1%、専門学校進学32.9%、大学進学
7.5%等

⇒後期中等教育における職業教育機関として、産業界との連携
促進が必要。

○ 「骨太の方針2025」において、ＤＸハイスクール事業の継続
的な実施等による探究的・文理横断的・実践的な学びの
推進により教育環境を充実が求められている。

○専門学校として、特にIT人材その他理系人材の不足等に
対応していくため、学科の「理系転換」等の再編を推進。

⇒高等教育段階の理系転換の流れを踏まえ、高等学校のみ
ならず高等専修学校においてもデジタル等成長分野を支え
る人材育成の強化が必要。

在籍生徒数 14,391人
高等専修学校

在籍生徒数 14,391人
高等専修学校

事業内容

大学教育段階においてデジタル・理数分野への学部転換の取組が進む中、高等専修学校についても、
ICTを活用した理系教育プログラムを開発・実施する学校に対し、必要な環境整備の経費を支援する。

国（文部科学省）

補助

高等専修学校

⇒デジタル等成長分野や各分野のDX化を支える人材育成の強化
⇒成長分野の担い手増加

支援対象

補助上限

補助率

公立・私立の高等専修学校
※私立にあっては、高等課程を設置する（準）学校法人立の専修学校に限る。

運用支援 ２,000千円／校（２０校程度）
環境整備支援 10,000千円／校（ ５校程度）

定額補助

○支援対象例
情報・数学等を重視したカリキュラムの開発・実施に必要な費用（ICT機器設備（ハイスペックPC、
VR機器等）、その他教育設備整備、専門人材派遣等業務委託費 等）

経済財政運営と改革の基本方針2025（令和7年6月13日閣議決定）
第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
３．「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加
（２）DXの推進
・ＤＸハイスクール事業の継続的な実施等による探究的・文理横断的・実
践的な学びの推進、ＩＣＴの活用やこどもたちの情報活用能力の育成に向
けた好事例の創出や伴走支援の強化、デジタル教科書の利活用促進など、
ハード・ソフト両面から教育環境を充実する。

事業スキーム
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